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は じ め に 
 

 

○ 青森県では、一般競争入札に付し入札者のなかった県有財産について、先着順による売

却を行っています。物件の内容については、「物件調書」を参照してください。 

 

○ この売却方法においては、買受者は県に物件の買受申請をする必要があります。買受申

請に当たっては、この案内書をお読みになり、物件の内容等について十分に理解した上で

手続きしてください。 

なお、売却業務の一部を民間業者に委託して実施していますので、仲介手数料について

は、売却業務受託業者に確認してください。 
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買受申請から所有権移転まで 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

２ 契約の締結 
  契約相手方として決定された場合には、遅滞なく県と県有財産売買契約書を取り

交わします。 

 

３ 売買代金の支払 
  売買代金の支払は、契約締結日から３０日以内となります。 

４ 所有権の移転等 
  登記手続は県が行いますが、登録免許税等を負担していただきます。 

１ 県有財産の買受申請 
  県有財産の買受申請のためには県有財産買受申請書の提出が必要です。なお、買

受申請書には、個人にあっては住民票の写し、法人にあっては、役員等一覧及び法

人登記事項証明書を添付してください。 

  買受申請を希望する方は、青森県総務部財産管理課、または売却業務受託業者で

ある協同組合タッケンより申請関係書類を受領してください。 

 

 

 

【売却業務受託業者】 

協同組合 タッケン 

〒030-0844 青森市桂木四丁目８番地２  

TEL：０１７－７７３－２６６６ FAX：０１７－７７３－３３４０ 
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１ 県有財産の買受申請 

 

（１）買受申請書の提出 

県有財産買受のためには、県有財産買受申請書の提出が必要です。なお、買受申請書

には、個人にあっては住民票の写し、法人にあっては役員等一覧及び法人登記事項証明

書を添付してください。 

（２）申請資格 

買受申請は、個人、法人を問わず行うことができますが、次のいずれかに該当する方

は申請できません。 

○ 一般競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得な

い者 

○ 次のいずれかに該当する者で、その事実があった後３年を経過しない者及びそ

の者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者  

・ 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若

しくは数量に関して不正の行為をした者  

・ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の

成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者  

・ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者  

・ 地方自治法第２３４条の２第１項の規定による監督又は検査の実施に当たり

職員の職務の執行を妨げた者  

・ 正当な理由がなくて契約を履行しなかつた者  

・ これらに該当する事実があった後３年を経過しない者を契約の締結又は契約

の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者 

○ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2

条第 2号に規定する暴力団及び警察当局から排除要請がある者 

なお、警察当局から排除要請がある者とは、次の要件のいずれかに該当するも

のとして警察当局から排除要請を受けた者をいいます。 

・ 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に

規定する暴力団員をいう。）であると認められるとき。 

・ 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴

力団の威力を利用したと認められるとき。 

・ 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与（以下「金品等

の供与」という。）をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当

の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。 

・ 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資

することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。 

・ 暴力団員と交際していると認められるとき。 

・ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。 

（３）現地確認 

物件の引渡しは現状有姿により行いますので、必ず事前に現地の確認をしてくださ

い。 

なお、建物付きの物件について建物内部の見学を希望する場合は、各物件の問合せ先

まで連絡してください。 
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２ 契 約 の 締 結 

 

（１）契約の説明 

契約相手方として決定された場合には、契約手続の説明を行い、必要な書類を交付し

ます。 

（２）契約の締結 

○ 契約の締結 

契約相手方として決定された場合には、県有財産売買契約書により、遅滞なく県と

売買契約を締結しなければなりません。 

  ○ 契約保証金の納付 

    契約を締結する際には、売買代金の１００分の５以上の契約保証金をお支払いい

ただきます。 

○ 費用の負担 

    売買契約書に貼付する収入印紙など、契約の締結に関して必要な費用は、買受者の

負担となります。 

○ 契約書に記載する消費税等の額 

契約書に記載する消費税及び地方消費税の額は、あらかじめ算定した評価額を基

に県において算出します。 

 

 

３ 売 買 代 金 の 支 払 

 

（１）売買代金 

売買代金は、契約を締結した日から３０日以内に納付しなければなりません。納付の

際に、売買代金と契約保証金の差額を納付することになります。なお、期限までに売買

代金の納付がなく、売買契約が解除となった場合は、契約保証金は県に帰属します。 

（２）登録免許税等 

 移転登記に係る登録免許税や住所証明書などの登記に要する費用は、買受者の負担

となります。登録免許税は、売買代金の支払期限までに納付してください。 

 

 

４ 所 有 権 の 移 転 等 

 

（１）売買物件の所有権 

売買物件の所有権は、売買代金及び登録免許税全額の支払が完了した時に移転する

ものとし、所有権が移転した時に売買物件の引渡しがなされたものとします。 

（２）所有権の移転登記 

所有権の移転登記は、売買代金及び登録免許税全額の支払が完了した後、買受者から

の請求により県が手続きします。 

 

 

５ そ の 他 

 

（１）売却業務の一部を民間業者に委託して実施していますので、仲介手数料については売

却業務受託業者に確認してください。 

（２）買受申請書類に記載された個人情報は、契約事務及び申請資格の確認（警察本部への

情報提供を含む）に使用されます。また、青森県情報公開条例（平成 11年 12月青森県

条例第 55号）に基づく開示が実施されることがあります。 

（３）契約締結したものについては、物件の所在地、数量、契約金額及び個人・法人の別を
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ホームページ等で公表することになります。ただし、契約金額については、買主の同意

が得られた場合のみ公表します。 

（４）売買契約締結後に、売買物件に数量の不足その他この契約の内容に適合していない事

由のあることを発見しても、契約の解除、売買代金の減額、損害賠償の請求をすること

はできません。ただし、消費者契約法（平成 12 年法律第 61 号）の適用を受ける場合

は、土地についてのこの契約の内容に適合していない事由に限り物件引き渡しの日か

ら２年間、売買代金の減額又は補修工事のみの責を負うものとします。なお、売却物件

上の建物については、経年劣化や法改正による既存不適格などにより通常の使用は保

証されませんので注意してください。 

（５）建物の建築等の際には、建築基準法等の法令、県、市町村の条例等による制限や負担

金等が必要となる場合がありますので、事前に関係機関に相談の上、内容の確認をお願

いします。 

（６）県有財産売買契約締結の日から１０年間、暴力団員による不当な行為の防止等に関す

る法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団若しくは法律の規定に

基づき、公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務

所その他これに類するもの、又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

（昭和 23年法律第 122号）第 2条第 1項に規定する風俗営業、同条第 5項に規定する

性風俗関連特殊営業その他のこれらに類する業の用に供すること、及び、これらの用に

供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し、又は売買物件を第三者に貸すこ

とは禁止されます。 

（７）売買物件の使用に当たっては、近隣住民その他第三者との間で紛争が生じないよう留

意するとともに、紛争が生じた場合には、誠実に対応し、自らの責任において解決して

ください。 

（８）現況有姿での引渡しとなります。物件内に残置物がある場合でも売主は撤去をいたし

ません。 

（９）図面等の資料と現況に差異がみられる場合には、現況を優先します。 

（10）買受申請にあたっては、本物件における、物件の権利関係、都市計画法・建築基準法

等の法令上の制限、私道負担、隣地との境界確認状況、建物および設備の現状・将来の

見通し等につき十分に確認するとともに、売却条件を十分承知した上で買受申請をお願

いします。なお、買受申請を検討するにあたって生じる費用は全て買受申請者の負担と

なります。県及び売却業務受託者は一切の負担を負いません。 

（11）買受者が購入後、本物件について開発行為を行う場合は、全て買受者の責任と負担に

おいて行うものとします。開発行為の許可等を売買の条件とすることはできません。ま

た、開発行為の許可の可否について、売主及び売却業務受託者は一切の責任を負いませ

ん。 
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県有財産売買契約書 

 

売主（甲） 青 森 県 

                              

買主（乙）       

 

 上記当事者間において、県有財産の売買のため、次のとおり契約を締結した。 

 

（売買物件） 

第１条 甲は、その所有する別表に掲げる県有財産（以下「売買物件」という。）を現状有

姿にて乙に売り渡し、乙は、これを買い受けた。 

（売買代金） 

第２条 売買代金は、金        円（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 

金     円）とする。 

（契約保証金） 

第３条 乙は、契約保証金として金     円を甲に納付した。 

２ 前項の契約保証金は、損害賠償額の予定又はその一部と解釈しないものとする。 

３ 第１項の契約保証金には、利息を付さないものとする。 

４ 第１項の契約保証金は、乙が売買代金（遅延利息を含む。以下同じ。）を完納した後、

乙の請求により還付するものとする。ただし、売買代金が完納となる場合は、乙の申出に

より、契約保証金を売買代金に充当することができる。 

５ 乙が第４条第１項に定める義務を履行しないときは、第１項の契約保証金は甲に帰属

するものとする。 

（売買代金の納付等） 

第４条 乙は、売買代金をこの契約を締結した日から 30日以内に甲の発する納入通知書に

より、納入期限までに甲に納付するものとする。 

２ 乙は、前項の期限までに売買代金を納付しなかった場合は、当該期限の翌日から納付し

た日までの日数に応じ、売買代金（既納額を控除した額）につき年 2.5パーセントの割合

で計算して得た金額を遅延利息として甲に納付するものとする。この場合において、遅延

利息の額が 100 円未満であるとき、又はその額に 100 円未満の端数があるときは、その

全額又は端数を切り捨てるものとする。 

３ 乙は、第１項の期限までに売買物件の所有権の移転登記に必要な登録免許税を納付す

るものとする。 

（所有権の移転時期等） 

第５条 売買物件の所有権は、乙が売買代金（遅延利息を含む。）及び登録免許税を完納し

た時、乙に移転するものとする。 

２ 前項の規定により売買物件の所有権が乙に移転した時、売買物件の引渡しがあったも

のとする。 

（建物等の解体撤去費用の不請求） 

第６条 乙は、甲から売買物件の引渡しを受けた後において、建物、工作物、地中埋設物等

の解体、撤去、処分等に要する費用があってもこれを甲に請求することができないものと

する。 

（所有権の移転登記） 

第７条 売買物件の所有権の移転登記は、第５条第２項の規定による引渡しが完了した後、

乙の請求により甲が嘱託するものとする。 

（契約不適合責任） 

第８条 乙は、この契約締結後、売買物件に数量の不足その他この契約の内容に適合してい
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ない事由（土壌汚染、アスベスト、地中埋設物等を含む）があることを発見しても売買代

金の減額若しくは損害賠償の請求又はこの契約の解除をすることができないものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、この契約が消費者契約法（平成 12年法律第 61号）の適用を

受ける場合は、甲は、土地についてのこの契約の内容に適合していない事由に限り売買物

件引渡しの日から２年間、売買代金の減額又は補修工事のみの責めを負うものとする。 

（危険負担） 

第９条 売買物件がその所有権の移転の時から引渡しの時までに、甲の責めに帰すること

ができない理由により滅失し、又は毀損した場合は、その滅失又は毀損による損害は、乙

の負担とする。 

（公序良俗に反する使用等の禁止） 

第１０条 乙は、この契約の締結の日から１０年間、暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」と

いう。）若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが

指定されている者の事務所その他これに類するもの、若しくは風俗営業等の規制及び業

務の適正化等に関する法律（昭和 23年法律第 122号）第 2条第 1項に規定する風俗営業、

同条第 5 項に規定する性風俗関連特殊営業その他のこれらに類する業の用に供し、又は

これらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し、若しくは売買物件を

第三者に貸してはならない。 

（実地調査等） 

第１１条 甲は、乙の前条に定める公序良俗に反する使用等に関して、甲が必要と認めると

きは、実地調査を行うことができる。 

２ 乙は、甲から要求があるときは、売買物件について利用状況の事実を証する登記簿抄本

その他の資料を添えて売買物件の利用状況等を甲に報告しなければならない。 

３ 乙は、正当な理由なく、前２項に定める実地調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は

報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。 

（違約金） 

第１２条 乙は、次の各号に定める事由が生じたときは、それぞれ当該各号に定める金額を

違約金として甲に支払わなければならない。 

 （１）第１０条に定める義務に違反したときは、売買代金の３割に相当する額 

（２）前条に定める義務に違反したときは、売買代金の１割に相当する額 

２ 前項の違約金は、損害賠償額の予定又はその一部と解釈しないものとする。 

（契約の解除） 

第１３条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、この契約を解除すること

ができる。 

２ 甲は、乙（第１号から第５号までに掲げる場合にあっては、乙又はその支配人（乙が法

人の場合にあっては、乙又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所

の代表者））が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 

（１） 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に規 

定する暴力団員をいう。以下同じ。）であると認められるとき。 

（２） 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力 

団の威力を利用したと認められるとき。 

（３） 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与（以下「金品等 

の供与」という。）をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価

を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。 

（４） 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資 

することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。 
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（５） 暴力団員と交際していると認められるとき。 

（６） 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。 

３ 甲は、前項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害につい

て、何ら賠償ないし補償することを要しない。 

４ 乙は、甲が第２項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲に損害が生じたと

きは、その損害を賠償するものとする。 

（返還金等） 

第１４条 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返還する。

ただし、当該返還金には、利息を付さないものとする。 

２ 甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。 

３ 甲は、解除権を行使したときは、乙が売買物件に関して支出した必要費、有益費その他

一切の費用は償還しない。 

（乙の原状回復義務） 

第１５条 乙は、甲が第１３条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日ま

でに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に

回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。 

２ 乙は、前項ただし書の場合において、売買物件が滅失し、又は毀損しているときは、そ

の損害賠償として契約解除時の時価により減損額に相当する金額を甲に支払わなければ

ならない。また、乙の責めに帰すべき事由により甲に損害を与えている場合には、その損

害に相当する金額を甲に支払わなければならない。 

３ 乙は、第１項の規定により売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、

当該物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。 

（損害賠償） 

第１６条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損

害の賠償を請求できる。 

（返還金の相殺） 

第１７条 甲は、第１４条第１項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が第１

５条第２項又は前条に定める損害賠償金を甲に支払うべき義務があるときは、返還する

売買代金の全部又は一部と相殺する。 

（契約の費用） 

第１８条 この契約の締結及び履行等に関して必要な費用は、乙の負担とする。 

（協議事項） 

第１９条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、甲乙協議して

定めるものとする。 

 

 

 上記契約の成立を証するため、この契約書を２通作成し、甲乙記名押印し、各自その１通

を保有するものとする。 
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令和  年  月  日 

 

甲   青森市長島一丁目１番１号 

青森県知事 三村 申吾 

 

 

 

乙   

 

 

 

媒 介 者 免許番号   

住  所   

商  号   

氏  名   

取引主任者 登録番号   

氏  名   
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別表 

 

１ 土地の表示 

連番 所  在  地 地  目 面  積 （㎡） 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

２ 建物等の表示 

（１）建物 

連番 所  在  地 種  類 構  造 床 面 積（㎡） 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

（２）その他 
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県有財産買受申請書 
 

 

令和  年  月  日 

 

 

県有財産の買受について、次のとおり申請します。なお、「県有財産の先着順売却に係る

案内書」に定める契約の条件等に従うこと及び申請資格を満たしていることを誓約します。 

 

 

青森県知事 三村 申吾 殿 

 

 

申込者  住所（所在地）                         

（ﾌﾘｶﾞﾅ） 

氏名（法人名及び代表者職氏名）                   印 

電話番号（     －     －       ） 

生年月日  明・大・昭・平    年   月   日 

 

 

【共有名義の場合】 

共有者  住所                              

氏名                            印 

生年月日  明・大・昭・平    年   月   日 

 
 

申込物件 

 

物件番号                                 

 

所 在 地                                 

 

 

買受金額                              円  
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役員等一覧 

 

法人名：               

 

役職名 
（ふりがな） 

氏名 
住所 性別 生年月日 

   男・女 
明治・大正・昭和・平成 

年 月 日 

   
男・女 

明治・大正・昭和・平成 

年 月 日 

   
男・女 

明治・大正・昭和・平成 

年 月 日 

   
男・女 

明治・大正・昭和・平成 

年 月 日 

   
男・女 

明治・大正・昭和・平成 

年 月 日 

   
男・女 

明治・大正・昭和・平成 

年 月 日 

   
男・女 

明治・大正・昭和・平成 

年 月 日 

   男・女 
明治・大正・昭和・平成 

年 月 日 

   
男・女 

明治・大正・昭和・平成 

年 月 日 

   
男・女 

明治・大正・昭和・平成 

年 月 日 

   
男・女 

明治・大正・昭和・平成 

年 月 日 

   
男・女 

明治・大正・昭和・平成 

年 月 日 

   
男・女 

明治・大正・昭和・平成 

年 月 日 

   
男・女 

明治・大正・昭和・平成 

年 月 日 

※ 性別・年号を○で囲んでください。 

法人登記簿謄本（現在事項全部証明書）記載の全役員等について記載してください。 


